


八戸市プレミアム食事券参加店 誓約事項  

当店は、下記の全ての内容に誓約した上で、参加店として申し込みます。  

営業内容に関する事項（参加資格） 
① 八戸市内（南郷含む）において事業を営んでいることに間違いありません。 
② 次のいずれかの営業許可を受けていることに間違いありません。 

・旧食品衛生法（令和 3 年 6月改正前）第 52 条における「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」 
・新食品衛生法（令和 3 年 6月改正後）第 55 条における「飲食店営業許可」 

③ 飲食スペースを持つ固定施設を備える店舗であることに間違いありません。 
④ 業界団体が示すガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染症への適切な対策に取り組んでいます。 
（次項新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に関する事項を参照） 

なお、次に列挙する店舗には該当いたしません。 
Ⅰ．社員食堂や学生食堂など利用者が限定される店舗   
Ⅱ．テイクアウト・デリバリーの専門店         
Ⅲ．コンビニエンスストア 
Ⅳ．カラオケボックス、ネットカフェ、漫画喫茶、ライブハウス等のスペース利用がサービスの対価となる業態 
※１店舗で複数の事業を営んでいる場合の業種は、売上が大きい業種を基準とする。 

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に関する事項  
① 「外食業の事業継続のためのガイドライン（2021 年 11 月 8 日改正）」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予

防対策に取り組んでいます。 (http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/) 
また、「バーやクラブ等の接待を伴う飲食店」及び「その他の酒類の提供を伴う飲食店」においては、感染拡大予防ガ
イドラインの遵守について取り組んでいます。 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/corona_insyokutenkeieisya_onegai.html） 

店内での感染を防ぐため、特に以下の事項に取り組んでいます。 
・定期的な換気に努めます。 
・お客様同士の距離を保つため、 パーテーション設置等の工夫をし、余裕を持った席幅とします。 
・店の出入り口・洗面所等には、手指の消毒が行えるようアルコール等の消毒薬を設置します。 
・接客するスタッフはマスクの着用に努めます。また、常に手洗い・うがいなどを励行し、体調管理に努めます。 

② 当店が行う感染予防対策が適切でない場合、八戸市または八戸市プレミアム食事券実行委員会事務局による指導に従
い感染予防対策を改善します。また、改善を行わない場合、八戸市プレミアム食事券への参加店を取り消されること
に同意します。 

行政への協力に関する事項 
① 八戸市プレミアム食事券の事業期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力の要請があった場合に

はそれに従います。 また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国や地方公共団体からの要
請があった場合にはそれに従います。  

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する事項  
① 法人等（個人、法人または団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店若し

くは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的
に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。）ではありません。  

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団
または暴力団員を利用するなどしていません。  

③ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴
力団の維持、運営に協力し、または関与していません。  

④ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていません。 
⑤ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していません。  

その他例外に関する事項  
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める次の店舗・施設ではありません。 

・同法第２条第１項第４・５号に該当するもの（パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど） 
・性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの。 

② 宗教法人法に規定する宗教法人ではありません。 
③ 政治資金規正法に規定する政治団体ではありません。 
④ 上記以外でも、八戸市プレミアム食事券実行委員会事務局の判断により参加対象外となった場合は、その判断に従い

ます。 

不正等に関する事項 
① 参加店の要件の偽装はしていません。また、実態のない店舗ではありません。  
② 食事券の自己取引、架空取引、虚偽報告は行いません。  
③ 食事券の再販、再流通は行いません。  
④ 食事券の偽造・悪用・濫用は行いません。  
⑤ 食事券を紛失・破損した場合、または盗難があった場合は、全て自己責任とします。 
⑥ 食事券の利用に関し、苦情やトラブルが生じ、店側の責めに帰すると認められる場合は自ら解決に努めます。 
⑦ 本項①~④の不正及び八戸市プレミアム食事券実行委員会事務局が本事業の参加店として不適切であると判断する事

項があった場合には、八戸市プレミアム食事券への参加店を取り消されることに同意します。また、不正行為や参加
店として不適切である事項があったことにより損害金が生じた時は、その損害金を請求されることに同意します。 
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